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制 定  平 成 １ ７ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日  

施 行  平 成 １ ７ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日  

 

１  趣 旨  

  こ の 要 領 は ， 民 間 企 業 等 と の 協 働 に よ り 新 た な 財 源 を 確 保 す る

た め に ， 柏 市 が 発 行 す る 印 刷 物 や 所 有 す る 財 産 を 広 告 媒 体 と し て

有 効 に 活 用 し ， 民 間 企 業 等 の 広 告 を 掲 載 す る 取 り 扱 い に 関 し て 必

要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

２  広 告 媒 体 の 種 類  

  民 間 企 業 等 の 広 告 を 掲 載 す る 広 告 媒 体 は ， 印 刷 物 を 作 成 し ， 又

は 財 産 を 管 理 す る 部 署 （ 以 下 「 広 告 媒 体 を 所 管 す る 部 署 」 と い

う 。 ） が こ の 要 領 の 趣 旨 を 勘 案 し て 別 途 定 め る 。  

３  広 告 掲 載 基 準  

 (1) 掲 載 す る こ と が で き る 広 告 に 関 す る 基 本 的 な 考 え 方 は ， 次 の

と お り と す る 。  

  ア  掲 載 す る 広 告 は ， 公 共 性 を 損 な う 恐 れ が な く ， 社 会 的 に 信

用 性 と 信 頼 性 を 持 て る も の で な け れ ば な ら な い 。  

  イ  掲 載 す る 広 告 は ， 広 告 を 掲 載 す る 印 刷 物 や 財 産 ， 場 所 の 特

性 に 配 慮 し ， 美 観 や 風 致 を 著 し く 害 す る も の で あ っ て は な ら

な い 。  

 (2) 掲 載 す る こ と が で き る 広 告 は ， 次 に 定 め る 事 項 の い ず れ に も

該 当 し な い も の と す る 。  

  ア  風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

２ ３ 年 法 律 第 １ ２ ２ 号 ） に 掲 げ る 風 俗 営 業 に 該 当 す る も の 又

は こ れ に 類 す る も の  

  イ  政 治 活 動 ， 宗 教 活 動 ， 意 見 広 告 及 び 個 人 宣 伝 の み に 係 る も

の  

  ウ  公 の 秩 序 又 は 善 良 の 風 俗 に 反 す る も の  

  エ  柏 市 暴 力 団 排 除 条 例 第 ２ 条 第 １ 号 か ら 第 ３ 号 ま で に 定 め ら



れ て い る 暴 力 団 ， 暴 力 団 員 並 び に 暴 力 団 員 等 の 利 益 に つ な が

る も の  

  オ  そ の 他 掲 載 す る こ と が 不 適 当 と 市 長 が 認 め る も の  

 (3) 前 号 定 め る も の の ほ か ， 広 告 物 媒 体 を 所 管 す る 部 署 は ， 広 告

媒 体 の 性 質 に 応 じ て ， 広 告 内 容 及 び 当 該 広 告 の デ ザ イ ン 並 び

に 当 該 広 告 を 掲 載 す る 業 種 又 は 事 業 者 に 関 す る 個 別 の 広 告 掲

載 基 準 を 定 め る こ と が で き る 。  

４  広 告 の 規 格 等  

  広 告 の 規 格 ， 掲 載 位 置 ， 広 告 料 等 は ， 広 告 媒 体 の 性 質 に 応 じ て ，

広 告 媒 体 を 所 管 す る 部 署 が 別 に 定 め る 。  

５  審 査 機 関   

  広 告 掲 出 等 に 関 し 疑 義 が 生 じ た 場 合 の 審 査 機 関 と し て ， 柏 市 広

告 審 査 会 （ 以 下 「 審 査 会 」 と い う 。 ） を 置 く 。   

(1) 審 査 会 は ， 企 画 部 長 を 委 員 長 と し ， 委 員 は Ｄ Ｘ 推 進 課 長 ， 財

政 課 長 ， 契 約 課 長 ， 広 報 広 聴 課 長 ， 広 告 媒 体 及 び 審 査 す る 内 容

に 関 連 す る 所 管 の 課 長 を も っ て 充 て る 。  

(2) 審 査 会 は ， 広 告 媒 体 の 所 管 部 長 の 求 め に 応 じ ， 又 は 委 員 長 が

必 要 と 認 め た と き に 委 員 長 が 招 集 し ， そ の 議 長 と な る 。  

(3) 委 員 長 は ， 必 要 が あ る と 認 め る と き は ， 審 査 会 の 会 議 に 関 係

者 の 出 席 を 求 め て ， そ の 意 見 又 は 説 明 を 聴 く こ と が で き る 。  

(4) 委 員 長 に 事 故 が あ る と き 又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は ， あ ら か

じ め 委 員 長 が 指 定 す る 委 員 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

６  補 則  

  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 広 告 媒 体 を 所 管 す

る 部 署 が 別 に 定 め る 。  

 

   附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 １ ７ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ５ 年  ５ 月 ２ ４ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ６ 年 １ １ 月  ７ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  



こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ９ 年  ３ 月 ３ １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和  元 年  ９ 月 １ ９ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和  ３ 年  ３ 月 ３ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和  ４ 年  ５ 月 １ ６ 日 か ら 施 行 す る 。  


